
事業場外労働のみなし労働時間制（法第３８条の２）

             対象
事
業
場
外
労
働

み な し
労働時間制

労働時間の全部又は一部を事業場外で従事した場合

で、使用者の具体的な指導監督が及ばず、労働時間が

算定し難いとき

対象外

指 導 監 督 が
及んでいる場合

１ 従事者の中に労働時間を管理する者がいる場

合

２ 事業場外で業務に従事する者が、携帯電話等

でいつでも連絡が取れる状態にあり、随時使

用者の指示を受けながら労働している場合

３ 業務の具体的指示を受けており、

  帰社する場合

（例）

み
な
し
労
働
時
間
の

対
象
と
な
る
事
業
場

外
労
働
の
労
働
時
間

み
な
し
規
定

１ 原則として所定労働時間労働したものとみな

されます。

２ 所定労働時間を超えて労働することが必要と

なる場合には、「当該業務の遂行に通常必要と

される時間」労働したものとみなされます。

３ ２について、労使協定で「当該業務の遂行に

通常必要とされる時間」を定めた場合は、そ

の時間労働したものとみなされます。

１ 労働者が事業場外で労働し、労働時間の算定が困難な場合には、所定労働時間

労働したものとみなされます。

２ 事業場外労働で所定労働時間を超えて労働することが通常必要となる場合にお

いては、「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」又は「労使協定で定めた時間」

労働したものとみなされます。

労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合で、労働時間を
算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなされ、労働時間の一部について事業
場内で業務に従事した場合には、事業場内の労働時間を含めて、所定労働時間労働したも
のとみなされます。

労使協定により、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなされる場合
にあって、労働時間の一部について事業場内で業務に従事した場合には、当該事業場内の
労働時間と事業場外で従事した業務の遂行に必要とされる時間とを加えた時間労働したも
のとみなされます。
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